
【コーポレート・ガバナンス体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主総会 

代表取締役社長 

取締役会 

監査役会 会計監査人 

内部監査室 

顧問弁護士等 

各事業部門 

・連結子会社 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

選任・解職 

・監督 

指示 助言 

監査 

助言 

任命→ 

連携 

連携 

連携 監査 

監査 

事業会議 
（事業戦略の意思統一） 

←報告 

持分法適用関連会社 
監査 

部門情報管理者（各部門事業部長及び子会社役員） 

本社管理部門【情報の重要性及び適時開示の検討】 

 

情報管理責任者（管理部門統括取締役）による開示案承認 

 

代表取締役社長 

取締役会 

本社管理部門【適時開示の実行】 

＜決算情報・決定事実・発生事実＞ 

監査役 

（報告） 

 

（報告もしくは付議） 

 

（報告） 

 

（助言） 

 

指示 報告 

報告 

報告 

コンプライアンス委員会 

リスク管理委員会 

把握・管理 

報告 

独立役員会 
意見・助言 


